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Ⅰ 丹南健康福祉センターの概要 
 

1 管内の状況 

 平成 12年 4月 1日から保健・医療と福祉サービスを一体的に提供する地域の総合的専門的機関として一層

の機能強化を図るとともに、保健・福祉分野の主たる実施主体である市町村に対し総合的支援機能を充実・強

化するため、南越・丹生両福祉事務所と丹南保健所を組織統合し丹南健康福祉センターとして発足しました。 

 平成 17年 1月に南条町、今庄町、河野村が合併し、南越前町が発足し、同年 2月に朝日町、宮崎村、越前

町、織田町が合併し、越前町が発足しました。さらに、同年 10月に武生市と今立町が合併し、越前市が発足

し、平成 18年 2月に越廼村、清水町が福井市に吸収合併されたため、越廼村および清水町については福井健

康福祉センターに移管されました。 
 

(1) 管内の概況 

 ア 所管市町    2市（鯖江市・越前市）、3町（池田町・南越前町・越前町）を所管しています。 
 

 イ 面積・人口  管内人口は 190,193人で福井県全体の 803,216人に対して約 23.7％を占めています。 

管内人口の約 80％が鯖江・越前の両市に集中し、池田町、越前町などの山間、海岸部で 

は人口が著しく減少しています。 

管内面積は、1,007.02km2で県全体の 4,189.88 km2に対して約 24％を占めています。 
 

 ウ 自然・交通  中央南北に日野川が流れ、その流域の平野部と東西の山間部からなっています。 

池田町、南越前町などの山間部は県内有数の豪雪地帯であり、また、中央南北に北陸本線、北陸

自動車道が走り、福井・関西へのアクセスは良好です。 
 

 エ 産   業   鯖江市・越前市では電気、機械、眼鏡、繊維などの産業が集積し、また越前漆器、和紙 

陶器、打刃物等の伝統的産業が盛んです。 
 

 

 オ 管内の市町別人口、面積等 

 

市町名 
 面 積 

  (km2) 
 

 世帯数 

 (世帯) 

 

 

    人        口 人口密度 

(人／km2) 

 

   総  数    男   女  

鯖江市 84.75  21,229  67,596  32,615  34,981  797.6  

越前市 230.75  27,766  85,314  41,688  43,626  369.7  

池田町 194.72  1,001  2,989  1,422  1,567  15.4  

南越前町 343.84  3,461  11,401  5,440  5,961  33.2  

越前町 152.96  6,733  22,893  10,913  11,980  149.7  

管内計 1,007.02  60,190  190,193  92,078  98,115  188.9  

福井県 4,189.88  277,218  803,216  388,400  414,816  191.7  

                  ※面積：(Ｈ23.10.1 現在)国土交通省国土地理院より 

                  世帯数、人口：(福井県の推計人口 Ｈ23.10.1 現在)県政策統計課より 
 

※世帯数および人口は、市区町村において審査を終了する前の調査票から世帯員の数を転記した調査書類を基に，

市区町村別の人口及び世帯数を速報値として早期に集計したものです。後日公表される人口及び世帯数の確定数は，

調査票の記入内容に基づいた審査を経て集計・公表するため，速報値とは必ずしも一致しません。 
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カ 5 歳階級別・男女別ピラミッド                                        H23.10.1 
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注)年齢不詳男女計 403人、男 255 人、女 148人を計に含む。 

※（福井県の推計人口 H23．10．1 現在）県政策統計課より 

 

キ 年齢三区分別人口構成割合                                                  H23.10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※カ、キともに（福井県の推計人口 Ｈ23.10.1 現在）県政策統計課より 

年齢 総数 男 女 

0～4 8,469 4,317 4,152 

5～9 9,154 4,703 4,451 

10～14 9,831 4,994 4,837 

15～19 9,942 5,162 4,780 

20～24 7,674 3,665 4,009 

25～29 9,731 4,967 4,764 

30～34 11,507 5,919 5,588 

35～39 13,485 6,975 6,510 

40～44 12,349 6,249 6,100 

45～49 10,794 5,325 5,469 

50～54 11,191 5,540 5,651 

55～59 12,441 6,090 6,351 

60～64 16,233 8,080 8,153 

65～69 10,774 5,306 5,468 

70～74 10,019 4,641 5,378 

75～79 9,867 4,257 5,610 

80～84 8,280 3,364 4,916 

85～89 5,106 1,648 3,458 

90～ 2,943 621 2,322 

合計 190,193 92,078 98,115 
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（参考） 平成 22年国勢調査確定数による管内人口等 

 

ア  管内の市町別人口、面積等 

市町名 
 面 積 

  (km2) 
 

 世帯数 

 (世帯) 

 

 

    人        口 人口密度 

(人／km2) 

 

   総  数 男 女 

鯖江市 84.75  21,028  67,450  32,507  34,943  795.9  

越前市 230.75  27,601  85,614  41,762  43,852  371.0  

池田町 194.72  1,006  3,046  1,449  1,597  15.6  

南越前町 343.84  3,483  11,551  5,501  6,050  33.6  

越前町 152.96  6,728  23,160  11,036  12,124  151.4  

管内計 1,007.02  59,846  190,821  92,255  98,566  189.4  

福井県 4,189.54  275,599  806,314  389,712  416,602  192.5  

               

 

イ  5歳階級別・男女別人口       ウ 年齢三区分別人口構成割合 

年齢 
階級 

管内計 

男女計 男 女 

0～4 8,488 4,338 4,150 

5～9 9,288 4,699 4,589 

10～14 9,975 5,103 4,872 

15～19 9,442 4,909 4,533 

20～24 8,200 3,904 4,296 

25～29 10,025 5,082 4,943 

30～34 11,964 6,101 5,863 

35～39 13,498 7,023 6,475 

40～44 11,512 5,801 5,711 

45～49 11,331 5,620 5,711 

50～54 11,360 5,578 5,782 

55～59 13,153 6,481 6,672 

60～64 14,978 7,469 7,509 

65～69 11,532 5,663 5,869 

70～74 10,203 4,661 5,542 

75～79 9,735 4,231 5,504 

80～84 8,238 3,334 4,904 

85～89 4,688 1,409 3,279 

90～ 2,808 594 2,214 

総数 190,821 92,255 98,566 

注)年齢不詳男女計 403人、男 255 人、女 148人を計に含む。 

 

※人口（総人口）、世帯数：平成 22年国勢調査（H22.10.1現在） 総務省統計局より 

※面積：(Ｈ22.10.1 現在)国土交通省国土地理院より 
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2 沿  革 

丹南保健所 鯖江保健部 武生保健部 
昭和１３年７月 昭和 12年 4月保健所法の制定に伴い県下初の保健

所として朝日保健所設置（丹生郡朝日町西田中第 11

号 18番地） 

丹生、足羽、今立 3郡のうち 33村を管轄 

  

昭和１７年１１月  武生保健所新設（武生町栄）、南条郡 1町 13村を

管轄し、母子保健・結核予防を主とした保健指導機

関として所長以下 8名で発足 

昭和１８年 ４月  保健婦駐在制の実施により、王子保村、湯尾村、北

杣村に 1名ずつ配置されたが、昭和 30年に廃止 

 ５月 東伏見宮妃殿下、朝日保健所業務を視察   

昭和１９年１０月 鯖江保健所設置（鯖江町東小路） 

朝日保健所より引継いだ鯖江町、新横江村、舟津村、

中河村、片上村のほか粟田部町、国高村、北日野村、

味真野村、北新庄村、北中山村、南中山村、岡本村、

上池田村、下池田村、服間村、河和田村、神明村の

2町 16村を管轄 

今庄保健所設置 

南条郡 6村を管轄 

昭和２０年１１月 花柳病予防法公布に伴い、花柳病診療所開設 花柳病予防法公布に伴い、花柳病診療所開設。昭和

27年に性病診療所と改称されたが、34年に廃止 

昭和２２年 ４月 国高村、北日野村が武生保健所へ移管   

昭和２３年 ９月 花柳病診療所を性病診療所へ改称   

      １１月 新横江村、舟津村が鯖江町に編入。管轄は 3町 11

村となる 

  

昭和２４年 ４月 優生保護法施行に伴い、優生保護審査会を設置 優生保護法施行に伴い、優生保護審査会を設置 

     １０月 優生保護相談所併設 保健所の整備統合により、今庄保健所を廃止し、武

生保健所に統合。1市 16村を管轄。 

昭和２５年 ５月 国高村、北日野村が再び鯖江保健所所管となる   

       ８月 東鯖江町（現在の日の出町）に新庁舎落成   

昭和２６年 １月  福井県食品衛生協会武生支部結成 

 ３月 結核予防法の公布に伴い、結核診査協議会を設置   

     １０月   結核診査協議会を設置 

昭和２８年 １月   福井県赤十字武生支部結成。昭和 49年解散 

     １０月 課制実施により、総務課、保健予防課を設置 課制実施により、総務課、保健予防課を設置 

昭和２９年 １月   優生保護相談所併設 

       ８月   不慮の火災により消失し、仮庁舎で執務 

昭和３０年 ６月   武生市吾妻町の元国警武生警察署庁舎を改造し移転 

昭和３１年 ２月 県の機構改革により、朝日保健所を鯖江保健所に統

合。従来の朝日保健所が朝日出張所となる。管轄は

1市 5町 5村となる 

 

昭和３４年 ３月   衛生課を新設。３課制となる 

       ８月 白山村が武生市に編入のため武生保健所へ移管   

  衛生課を新設。３課制となる   

昭和３５年 ７月 保健所法施行令の規程に基づき、鯖江保健所運営協

議会を設置 

武生保健所運営協議会を設置 

昭和３８年 ３月 殿下村が福井市へ編入、福井保健所所管となる   

昭和４０年 ４月 朝日出張所を支所に改める。本所に栄養改善室新設   

昭和４１年１１月 本所（館）事務室増設   

昭和４２年 １月   武生市結核予防婦人会結成 

      ２月   福井県地区衛生組織連合会武生支部結成 

昭和４３年１１月   福井県食生活改善推進員連絡協議会武生支部（わか

な会）発足 

昭和４４年 ４月 福井県食生活改善推進員連絡協議会鯖江支部（あす

なろ会）発足 

  

       ７月   武生市文京（現在地）に新庁舎落成 

昭和４５年 ４月 精神保健家族会（つつじ会）発足   

昭和４７年１０月 機構改革により、朝日支所を廃止   

      １１月 鯖江市水落町（現在地）に新庁舎落成   

昭和４８年１１月 

昭和５０年 

  捕獲車用車庫新築 

断酒会発足 
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昭和５１年１１月   精神障害者家族会（芦山会）発足 

昭和５５年１１月 断酒会発足   

昭和５６年１１月 ボケ老人をかかえる家族会（わらし家族の会）発足   

昭和５７年 ４月 障害者親子教室（お陽さま会）発足 社会復帰指導事業デイケア開設 

       ５月 社会復帰指導事業デイケア開設   

昭和５８年 ３月   武生保健所老人保健連絡協議会設置 

昭和６０年 １月  精神障害者社会復帰施設「芦山の会」共同作業所 

開所 

      ４月 精神障害者社会復帰施設「千草の家」共同作業所 

開所 

 

昭和６１年 ４月 結核診査協議会を鯖江結核診査協議会に改称 結核診査協議会を武生結核診査協議会に改称 

昭和６３年 ４月   武生保健所老人保健連絡協議会を福井県保健所保

健事業連絡協議会武生保健所部会に名称変更 

平成 元年 ７月   福井県保健所保健事業連絡協議会武生保健所部会

を廃止し、福井県健康づくり推進協議会武生保健部

会を設置したが、平成 8年に廃止 

平成 ３年 ３月 「地域保健医療計画支援システム」導入   

平成 ５年 ４月 エイズ検査相談窓口開設 エイズ検査相談窓口開設 

      １０月 庁舎外装改修工事   

      １１月 「脳卒中情報システム」導入 「脳卒中情報システム」導入 

平成 ６年１１月 鯖江保健所管内「寝たきり老人ゼロ推進連絡協議

会」発足 

  

平成 ７年 ６月  こころの健康づくり推進協議会運営委員会設置  

平成 ８年１１月   武生地域心の健康対策懇話会設置 

平成 ９年 ４月 地域保健法施行に伴い、丹 南 保 健 所となる 

 [鯖江保健部]                  [武生保健部] 

 南越福祉事務所 丹生福祉事務所 
昭和２６年１０月 社会福祉事業法の施行により、生活保護法施行事務が町村から県に移管された。 

今立、南条、丹生のそれぞれの郡を所管していた地方事務所に民生課が設置され、 

生活保護、身体障害者福祉、児童福祉等いわゆる福祉三法事務を行うこととなった 

昭和３１年 ２月 町村合併の進行にともない、県の機構改革が行われ、上記三地方事務所が廃止され、新た 

に南越事務所（武生市蓬莱町）が設置、丹生郡には丹生出張所（朝日町）が設けられた。 

福祉事務については、福祉課および丹生出張所総務福祉係において実施することとなった 

[南越事務所 福祉課]          [南越事務所丹生出張所 総務福祉係] 

昭和３７年 ４月 南越事務所の内部機構であった福祉課（31年に民生

課を福祉課に改称）を廃止し、南越福祉事務所と

して独立し、民生課、保護課を置いた。（所長は県

事務所長が兼任） 

南越事務所丹生出張所は、丹生事務所として独立。

同時に県事務所の内部機構であった福祉課（31年に

民生課を福祉課に改称）を廃止し、丹生福祉事務
所として独立し、民生課、保護課を置いた。（所長

は県事務所長が兼任） 

昭和４０年 ４月 県事務所の廃止により、専任所長が配置された 県事務所の廃止により、専任所長が配置された 

平成 ９年 ４月 課名を民生課から地域福祉課に改称 課名を民生課から地域福祉課に改称 

 丹南健康福祉センター 
平成１２年 ４月 南越福祉事務所と丹生福祉事務所、丹南保健所（鯖江保健部・武生保健部）が組織的に統合し、 

丹南健康福祉センター となる（ただし、丹南保健所は行政機関として存続） 

  鯖江庁舎（鯖江市水落町）に地域支援室、健康増進課、環境廃棄物対策課、生活衛生課、 

丹生合庁（越前町内郡）に福祉課、武生庁舎（越前市文京）に武生福祉保健部を置く 

  健康増進課業務について、今立町、池田町の所管を鯖江保健部から、武生福祉保健部健康増進課に変更 

  丹南保健所運営協議会を丹南健康福祉センター運営協議会に改称 

      ７月 福井県薬物乱用防止指導員丹南地区協議会を設置する 

  丹南地域精神保健福祉連絡協議会を設置する 

平成１７年 １月 南条町、今庄町、河野村が合併し、南越前町が発足 

      ２月 朝日町、宮崎村、越前町、織田町が合併し、越前町が発足 

     １０月 武生市、今立町が合併し、越前市が発足 

平成１８年 ２月 越廼村、清水町が福井市に吸収合併され、福井健康福祉センターに移管となったため、当センターの所管

区域は、鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町の 5市町となる 

平成２０年 ４月 

平成２２年 ４月 

県の出先機関の再編により、丹生分庁舎の福祉課が鯖江庁舎に集約された 

県の機構改革により、地域支援室地域支援グループが廃止され、新たに地域保健課が設置された 
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3　組織機構
（1）組織　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H24.4.1現在
所長 地域支援室長 地域支援室員

1名 1名 5名

(事務取扱医幹)

福祉保健部長 地域保健課長 地域保健課員

1名 1名 7名

（うち兼務1名）
福祉課長 福祉課員

1名 2名

相談員

3名

（うち兼務2名）

健康増進課長 健康増進課員

1名 5名
　
（兼 嘱託医師

1名

環境衛生部長 生活衛生課長 生活衛生課員

1名 1名 4名

環境廃棄物対策課長 環境廃棄物対策課員

　　 1名 3名

 （武生庁舎）
　　

福祉課長 福祉課員

　  1名 1名 　2名

相談員

　3名
（うち兼務2名）

嘱託医師

　1名

健康増進課長 健康増進課員

1名 4名
　　　　　　　　　 　　　

注）非常勤相談員のうち女性相談員は、江と武生に1名ずつ勤務。

家庭相談員と母子自立支援員は、各1名が江と武生を兼務。非常勤相談員は、計4名が勤務。

武生福祉保健部長
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（2）事務分掌 

地域支援室 

 ・ センターの庶務関係に関すること 

 ・ センター内管理に関すること 

 ・ センター内他の課、グループに属さないこと 

 ・ 医務関係法令の施行に関すること 

 ・ 被爆者の医療に関すること 

 ・ 薬事法、每物および劇物取締法、麻薬取締法、覚せい剤取締法等の施行および 

   献血に関すること  

・  丹南健康福祉センター運営協議会に関すること 

福
祉
保
健
部
・
武
生
福
祉
保
健
部 

地 域 
保健課 

 ・ 地域福祉・保健・医療および環境の総合的企画調整に関すること 

・ 健康危機管理に関すること  

・  結核・エイズ等感染症に関すること 

・  肝炎治療特別促進事業に関すること 

 ・ 丹南地域医療連携体制協議会および丹南地域在宅医療連携協議会に関すること 

 ・ 丹南地域保健・福祉・環境職員等研修に関すること 

 ・ 介護保険事業に関すること 

 ・ 地域における福祉、保健および医療の統計、人口動態統計に関すること 

 ・ 社会福祉施設等の指導監査に関すること 

福祉課 

 ・ 社会福祉事業の振興に関すること 

 ・ 戦没者遺族援護に関すること 

 ・ 福祉のまちづくり条例に関すること 

 ・ 生活保護法の実施に関すること 

 ・ 老人福祉に関すること 

 ・ 身体障害者、知的障害者の福祉に関すること 

 ・ 児童福祉、母子・寡婦福祉・女性福祉に関すること 

 ・ 市町事業に対する指導監査に関すること 

 ・ 福祉団体の相談支援に関すること 

健 康 
増進課 

 ・ 難病対策に関すること 

 ・ 精神保健福祉に関すること 

 ・ 特定健診・特定保健指導に関すること  

 ・  がん予防推進に関すること  

 ・  石綿による健康相談および健康被害救済事務に関すること  

 ・ 健康増進指導に関すること 

 ・ 健康増進法、栄養士法に関すること 

 ・ 母子保健および母体保護に関すること 

 ・ 歯科保健に関すること 

環 

境 

衛 

生 

部 

生 活 
衛生課 

 ・ 食品衛生法および福井県食品衛生条例に関すること 

 ・ 狂犬病予防法に関すること 

・ 動物の愛護及び管理に関する法律、福井県動物の愛護及び管理に関する条例に関  

  すること 

 ・ 調理師法および製菓衛生師法に関すること 

 ・ 福井県ふぐの処理に関する条例に関すること 

 ・ 興行場法、旅館業法および公衆浴場法に関すること 

 ・ 理容師法、美容師法およびクリ－ニング業法に関すること 

 ・ 水道法、温泉法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に関すること 

 ・ 浄化槽法および有害物を含有する家庭用品の規制に関する法律に関すること 

・ 墓地、埋葬等に関する法律に関すること 

・ そ族昆虫に関すること 

環 境 
廃棄物 
対策課 

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関すること  

・ 廃棄物処理計画の推進に関すること 

 ・ 使用済自動車の再資源化等に関する法律に関すること  

・ 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、土壌汚染対

策法に関すること 

・  特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に関するこ

と  

 ・  特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関すること 

・ 化製場等に関する法律に関すること 

 ・  公害防止条例に関すること 

 ・ アスベストによる健康被害の防止に関する条例に関すること 

 ・ 公害に係る苦情、水質異常時の対応、水質の監視調査に関すること 
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（3）職員配置表（課別職種別） H24.4.1現在

所長 医幹 地　域

　職種別 支援室 地　域 健　康 生　活 環境廃棄 健　康 合計
部長 保健課 福祉課 増進課 部長 衛生課 物対策課 部長 福祉課 増進課

 事務職員 － － 5 － 3 2 1 － － － 1 3 － 15

 技術職員 1 (1) 1 1 5 1 5 1 5 4 － － 5 29

　

医　師 1 (1) － － － － － － － － － － － 1

獣医師 － － － － － － － 1 2 － － － － 3

薬剤師 － － 1 － － － － － 3 2 － － － 6

診療放射 1 1

線技師 － － － － (1) － － － － － － － － (1)

 

栄養士 － － － － － － 1 － － － － － 1 2

保健師 － － － 1 4 － 4 － － － － － 4 13

化　学 － － － － － － － － － 2 － 　－ － 2

生活作業

指導 － － － － － 1 － － － － － － － 1

技能労務
職

－ － － － － － － － － － － － － 0

非常勤医
師

－ － － － － － 1 － － － － 1 － 2

非常勤 3 3

相談員 － 　－ － 　－ － (2) － － － － － (2) － 4

8 7

合　　計 1 (1) 6 1 (1) 6 7 1 5 4 1 (2) 5 50

注）非常勤相談員のうち女性相談員は、江と武生に1名ずつ勤務。

    家庭相談員と母子自立支援員は、各1名が江と武生を兼務。非常勤相談員は、計4名が勤務。

福祉保健部 環境衛生部 武生福祉保健部

4 健康・福祉相談日 

                                        H24.4.1現在 

内   容 場 所 日 程 開 設 時 間      

母 体 保 護  相 談 鯖江･武生庁舎 随  時 要予約 

身体・知的障害者(児) 相 談 

鯖江庁舎 

武生庁舎 

 

月曜日～金曜日 

 

8：30 ～ 17：15 
ひとり親家庭  相 談 

女 性 相 談 

家 庭 児 童  相 談 

心 の 健 康  相 談 鯖江庁舎 毎月 第 1・３木曜日 13：30～15：30 要予約 

エイズ・肝炎  相 談 
鯖江庁舎 

毎月 第４月曜日 17:00～19:00 

   第２火曜日 
13:00～14:00 

武生庁舎 毎月 第４火曜日 

栄養成分表示  相 談 鯖江･武生庁舎 随  時 要予約 

骨 髄 バ ン ク 相 談 鯖江庁舎 随  時 （登録は要予約） 

ほのぼの親子教室 
鯖江･武生庁舎 

(会場･変更あり) 
毎月 第 1･3 木曜日 

9:45～11:15または 

14:00～15:30(要事前問合せ) 
 


